
令和３年度から令和７
年度までとします。

令和２年１２月
防災街づくり担当部防災街づくり課

世田谷区では、災害に強いまちの実現をめざし、平成１９年７月に「世田谷区耐震改修
促進計画」（以下「本計画」という。）を策定し、平成２３年９月及び平成２８年３月に
改定を行い、令和２年度までを計画期間として建築物の耐震化に取組んできました。
引続き、切迫する首都直下地震への備えを継続的に促進するため、これまでの本計画の

実績及び成果を検証し、関連計画と整合を図り、区が掲げている「安全で災害に強いまち
づくり」を実現するために本計画の改定を行います。

１ 計画の概要

●目的と背景

●位置づけ

●計画期間

２ 耐震化の現状と目標

３ 区の耐震化支援事業

項目 現状 目標（令和７年度末）

住宅
令和２年度末時点で区内の住宅総数は約４８万戸
あり、そのうち約４５万戸、全体の９３．４％が
耐震性を満たしていると見込まれています。

耐震性が不十分な住宅を
おおむね解消（耐震化率
９５％以上）することを
めざし、住宅地の安全性
の確保に努めます。

特定
建築物

令和元年度末時点で８４０棟あり、そのうち７６９
棟、全体の９１．５％が耐震性を満たしていると推
計しています。

耐震化率９５％の達成を
めざし、耐震化の促進に
努めます。

特定緊急
輸送道路
沿道建築物

特定緊急輸送道路指定時点で特定緊急輸送道路に
敷地が接し、高さの要件に該当する建築物は、区
内に９２６棟ありました。令和２年１２月時点で、
耐震性を満たす建築物は７８７棟となり、耐震化
率は８５．０％になっています。

「東京都が新たな指標とし
て示す総合到達率９９％、
かつ、区間到達率９５％未
満の解消」をめざします。
また、耐震診断結果の報告
が行われるよう努めます。

防災上重
要な区公
共建築物

令和２年度末時点で区内に６０８棟あり、そのう
ち５７２棟、９４．１％が耐震性を満たしていま
す。

できるだけ早期に耐震化
率１００％の達成をめざ
します。

木造住宅

 建築物の耐震化は、建築物の所有者が自らの問題、地域の問題として認識し、
所有者が主体的に取組むことを原則とします。

 区は、区民の生命・財産を守るため、所有者の取組みをできる限り支援する
という観点から、所有者が耐震化を行いやすい環境の整備や経済的負担の軽
減のために必要な技術的・財政的な支援を行います。

 区は、国・都及び関係団体等と連携して、耐震化の促進に取組み、普及啓発
と耐震化助成を効果的に組合わせることにより、所有者の自主的な耐震改修
及び除却・建替えを促します。

●基本的な取組方針

●建築物の耐震化支援

①これまでの取組実績と課題
 平成２８年世田谷区土地利用現況調査によると、区内に旧耐震基準の木造建築物が
約４.４万棟残っています。

 耐震改修等においては、平成３０年度から令和２年度までの期間に、助成金上限額
に３０万円の増額、身体障害者等へは、さらに２０万円の増額を実施しています。

 耐震改修等の助成を受ける条件として、建築基準法等の不適合部分の是正を求めて
おり、是正が困難であるために助成が受けられない建築物があります。その解決策
のひとつとして、令和２年度より除却助成制度を開始しました。

②今後の取組み
 旧耐震基準の木造住宅の所有者に対し、耐震化支援制度の案内をするなどの普及啓
発を行います。

 耐震改修に進まない理由を分析し、引続き社会動向を見据え助成制度の見直しを行
います。

 令和２年度までを期限としている耐震改修への増額を継続し、対象条件について検
討します。

 令和２年度に開始した除却助成制度による耐震化を促進する効果を検証した上で、
より効果的な制度とします。

 経済的な問題など耐震化に進まない課題の解決ができるように、様々な専門家を活
用し相談事業の拡充を検討します。

 所有者の経済的状況から、わずかでも資金の負担が生じると工事を諦めてしまう場
合などを想定し、耐震改修の資金を調達する制度の検討が必要であり、民間融資機
関との連携を模索します。

▼耐震化支援事業の実績

本計画は、耐震改修促
進法第６条第１項の規
定により、策定するも
のです。

▼計画の位置づけ

（件）

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
H31
(R1)

耐震診断 187 159 519 274 198 187 327 367 155 79 122 165 77 58 42 2,916

補強設計 3 4 1 1 3 0 3 0 15

耐震改修 等 6 43 37 45 45 62 58 88 73 27 29 6 8 8 9 544

訪問相談 71 17 21 49 28 20 50 67 64 31 32 450

耐震化
支援事業

年度

合計

別紙３



①これまでの取組実績と課題
 主な助成対象である分譲マンションでは、建築物の耐震性能を示すＩｓ値が低いほど、
耐震改修が大掛かりになり区の助成を受けても１棟当たりの助成上限額が決まってい
るため、自己負担額が大きくなってしまい、管理組合内において、合意形成が図れず
耐震改修まで進まないなどの課題があります。

 耐震診断から補強設計及び耐震改修に進む割合が低い傾向があります。
 平成２８年度に行った世田谷区マンション実態調査では、区への要望について「耐震
診断・改修の補助」が最多となっています。

②今後の取組み

 「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」に基づく「管理状況届

出制度」の情報を活用し、分譲マンションの耐震化を進めるため、管理組合等に対し

訪問するなど周知に努めます。

 耐震改修の資金が不足する分譲マンションの耐震化を促進するため、助成制度の見直

しを行います。

 一般緊急輸送道路及び沿道耐震化道路沿道建築物の耐震化支援においても、速やかな

復興の視点を取り入れ引続きこれらの助成を実施するとともに、より効果的な助成内

容の検討を行うことで耐震化を促進します。

 耐震性が不明・不十分な特定建築物には、個別に耐震化についての指導及び助言を行

うなど耐震化を促進していきます。

▼耐震化支援事業の実績

①これまでの取組実績と課題
 区の耐震化支援は令和２年度までとしていますが、依然として区内には、耐震性が不
十分な建築物、耐震診断結果の報告が完了していない建築物があります。

②今後の取組み

 支援事業については、令和２年度までを助成の期限としていますが、引続きこれらの

助成を実施することで特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進します。

 特に倒壊の危険性が高いとされるＩｓ値が０．３未満の建築物の早期解消を図るため、

まずはＩｓ値を０．３以上とする段階的な耐震改修への助成制度を創設します。

 賃貸建築物等の所有者に向け、耐震化工事を実施する際に占有者が存することによっ

て生じる追加費用に対して助成制度を創設します。

▼耐震化支援事業の実績

非木造建築物（特定緊急輸送道路沿道建築物は除く）

特定緊急輸送道路沿道建築物

ブロック塀等

①これまでの取組実績と課題
 平成３０年９月から令和元年度末までの緊急的な措置として、ブロック塀等の除却助
成制度を実施しました。

 令和２年度からは、助成金額や対象のブロック塀等を見直し、継続的な制度として国
及び都の補助を活用し、改めて除却助成制度を開始しました。

②今後の取組み

 建築物の耐震診断、補強設計及び耐震改修時にあわせて、引続きブロック塀等の耐震

化支援制度の案内を行います。

 そのまま放置すれば保安上危険となるおそれのあるブロック塀等の所有者に対し、除

却等を促していきます。

▼耐震化支援事業実績

●耐震化促進のための普及啓発

①耐震化の意識啓発

 広報等を用いた情報発信

区のおしらせ「せたがや」や区のホームページへの掲載など、様々な広報媒体を活
用した耐震化の重要性及び耐震化支援制度の案内等

 技術者の育成と情報提供
耐震診断及び補強設計を適切に実施できるように、木造住宅耐震診断士に向けた講
習会等の実施
木造住宅耐震診断士が所属する建築士事務所等に関する情報の提供

 耐震改修表示制度の活用

耐震改修を行った建築物への補強済シールの掲示

耐震改修工事中の建築物への耐震補強工事中横断幕の掲示

②建築物の所有者への耐震化の情報提供

 相談体制の充実
経済的及び法的問題など様々な課題に対応できる相談制度の拡充など、区民が耐震
改修等を行いやすい環境の整備

 法に基づいた公表等
耐震診断が義務付けられている建築物について、区の窓口及びホームページでの耐
震診断結果の公表

 訪問等による積極的な働きかけ
耐震性が不十分な木造住宅の所有者に対し、耐震化支援制度の個別案内

③地域住民や関係機関等との連携
 関係団体及び事業者との連携
行政団体や民間事業者と連携したイベントでの支援制度の周知及びパンフレット配布

 地域住民との連携
町会や商店会と連携したイベントでの耐震化の意識醸成

 庁内の連携
関係部署と連携した支援制度の案内及び耐震改修の働きかけ

（件）

（件）

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
H31
(R1)

耐震診断 7 12 8 11 13 18 18 33 21 18 17 10 9 15 6 216

補強設計 0 0 5 0 1 3 6 2 1 0 2 2 22

耐震改修 0 0 0 3 0 2 2 3 3 0 1 2 16

アドバイザー派遣 0 0 0 1 0 0 7 10 14 12 8 5 8 12 3 80

年度
耐震化

支援事業
合計

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
H31
(R1)

耐震診断 2 68 93 26 11 5 205

補強設計 0 1 13 31 14 0 6 13 0 78

耐震改修等 0 1 10 15 13 17 2 8 9 75

アドバイザー派遣

耐震化
支援事業

合計

非木造建築物のアドバイザー派遣に含める

年度

H30
（９月～）

H31
(R1)

件数 32件 74件 106件

延長 511ｍ 1,378ｍ 1,889ｍ

年度
合計

除却助成

耐震化支援制度

▼耐震化の状況


